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令和４年３月期第１四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ 

 

 

当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 の２第１項に規定する四半期報告書の提出

期限延長に関する承認申請書を北海道財務局へ提出することとしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．対象となる四半期報告書 

  令和４年３月期第１四半期報告書 

 

２．延長前の提出期限 

令和３年８月 16日 

 

３．延長が承認された場合の提出期限 

令和３年９月 15日 

 

４．提出期限の延長を必要とする理由 

当社ビジネス総括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件について、原価総額の見積を

見直したところ、損失が発生することが見込まれることから、過年度の決算内容も含めて精査したうえ

で、令和４年３月期第１四半期決算を確定させる必要が生じました。しかしながら、現時点において、

決算内容の精査が続いており、外部の専門家を入れた調査委員会による調査を含め、会計監査人による

追加的な監査手続きが必要であるため、当該四半期の決算が確定していません。これに伴い、法令に定

める提出期限までに会計監査人による四半期レビュー報告書を受領のうえ、四半期報告書を提出するこ

とができない見込みとなりましたため、提出期限の延長申請を行うことといたしました。 

 

５．今後の予定 

 提出期限延長に係る申請が北海道財務局より、承認されたときには、速やかに開示いたします。 

 

以  上 

 


